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企業活動が国境を 超えて展開されはじめたの 

は， もちろん仝世紀にはいってからの 現象とは 

いえない。 その歴史は，商業活動の 歴史ととも 

に 古いと考えられる。 しかし貿易による 財の取 

引や証券取得に よ る外国企業との 結びつきとは 

別に，あ る国の企業が 本国以外にも 生産拠点を 

拡大し しかもそのような 企業が多数登場する 

にいたったのは ，すぐれて最近の 事柄に属す 

る。 このように企業活動の 国際化が進展した 結 

果，現在でほ 先進諸国の主要企業について ，そ 

の国際的側面に 触れることなく ，経営問題を 論 

ずることは， もはや著しく 困難となるにいたっ 

たのであ る。 そこで本稿では ，企業活動の 国際 

化に伴な う 重要な経営問題の 幾っかを，国内企   
業から多国籍企業への 転換のなかで ，考えてみ 

ることにしたい。 

国際経営への 進展 

企業がおこ なう 海外業務は，基本的には 商品 

・技術・資本などの 経営資源の動ぎとしてとら 

えることができる。 商品について 企業から流出 

する側面に注目するならば ，それは商品輸出と 

なり， また企業に流入する 側面に注目すれば ， 

それは商品輸入となる。 同様に，技術に 関する 

企業への出入は ，技術供与・ 技術導入となり ， 

また資本についてのそれは ，資本進出・ 資本導 

入となる。 海外事業政策の 作成にあ たって ，企 
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業 経営者が最も 苦心するところは ，以上のよう 

な諸活動をどのように 組合せるべきかという 点 

にあ る。 しかし本論では ，国内企業がその 事業 

活動を国外に 進展させていく 過程をとくに 念頭 

においているので ，商品・技術・ 資本等の ，企 

業への「流入」側面については ， 殆 んど論及す 

べき点はない。 

さて，国内企業が 国際化を開始するにあ た 

り，一挙に直接投資・ 海外生産へと 突入するこ 

とは，通常は 殆んど考えられない。 けだしあ ま 

りに大きな危険 (risk) を負 う ことになるからで 

あ る。 換言すれば， 図 l (Newbould, G. D., 

Buckley, P. J. and Thurwell, J. 1978) に示さ 

れる 1 ～ 5 の諸経路のうち ，最初から 1 を採用 

する例は ，殆 んどないといえるであ ろう。 そこ 

で企業の安全性の 観点から，海外進出する 場 

合， まず商品輸出とい 5 形の戦略が採用される 

ことになる。 

商品輸出を通じ 国際化を展開する 場合，当初 
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図 1  海外生産子会社 投置 までの諸経路 
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いろいろな問題に 直面するが，その 際，構造的 

にとくに重要な 論点となるものは ，い う までも 

なく海外市場に 対する流通経路の 設定であ る。 

海外への流通経路が 設置されてはじめて 企業 

は，実際に財の 取引が可能になるばかりでな 

く ， またそれを通じ ，経営上の各種の 情報を入 

手することができるからであ る。 

ところで過去において 商品輸出は ，殆 んどの 

場合，貿易業者に 依存して行われていた。 かれ 

らほ 貿易業務や相手国市場に 精通し， 自己の販 

売網をもっているので ，進出企業側はリスクの 

負担が少なくて 済む利点をもつ。 しかしその反 

面，相手国内の 顧客に自社の 製品を積極的に 販 

売しうるか否かは ，貿易業者・ 仲介業者の営業 

努力に左右されるという ，大きな弱点をもつ。 

そこでこの ょう な弱点をもついわゆる 間接輸出 

方式から， しだいに直接輸出方式を 採用する企 

業が多くなって 来た。 従来の国内企業が 貿易を 

通じ国際化しはじめるのも ，実際にはこの 時点 

からであ るといえ よう 。 

直接輸出は，製造企業がみずから 積極的に販 

売活動を展開し ぅ ると同時に，市場情報をも 直 

接に把握し ぅ るという利点をもつが ， しかし 反 

面 ，流通経路の 設定に多くの 費用と時間と 人材 

とを必要とする 難点をもつ，相手国内における 

流通経路の選定基準は ，直接輸出方式において 

現地販売会社を 設置する場合と ，ほとんど変り 

はない。 相手国の同業企業の 流通経路を調査す 

ることによって ，相手国における 流通経路を比 

較的容易に知ることができる。 流通経路の形成 

は，その国の 歴史や経済， さらには慣習等によ 

り影響を受けることは 避 げられないが ，新たに 

流通経路をつくる 場合には，過去にとらわれ 

ず，現在もっとも 合理的で長期に 安定したもの 

をつくる よう につとめるべぎであ るぅ。 

商品輸出にあ たっては，流通経路以覚にもつ 

ぎのような点を 現実に重視してゆかなければな 

らないことは ，当然であ ろう。 すなわち，の 輸 

出に適する商品の 開発とその価格政策，㎝ ) 市 

場情報の入手とその 分析， (iii) 相手国内にお け 

る 販売促進，広告等の 諸活動がこれであ る。 

商品輸出がなんらかの 事情で不利あ るいは不 

可能な場合には ，技術供与または 資本進出とい 

うかたちでの 海外業務活動が 考えられる。 たと 

えば相手国側がおこな う 関税率引上げなどの 輸 

入 制限措置は，商品輸出をしばし ぱ 不利あ るい 

は不可能な状態にさせる。 ところでこのような 

状況は，相手国側の 事情で商品輸出が 困難にな 

った場合にほかならないが ， しかしその反面， 

進出企業側の 事情で，商品輸出以覚の 方法で海 

外進出をはたそうとする 積極的な理由もまた 存 

在する。 いなむしろその 2 5 な 積極的な理由こ 

そ，技術供与や 資本進出といったかたちで ，企 

業が国際化してゆく よ り深い基盤であ ること 

は ，あ らためて言 う 迄もない。 

まず技術供与 ( ここでは便宜上， ライセンス 

契約もあ わせ論ずることにしたい ) の場合を取 

上げよう。 これは，他の 進出方法では 実際には 

相手国に進出することが 困難なとき， とくに重 

要な意義をもつ ，相手国政府が ， 自国への商品 

輸入や資本導入を 許容しない政策をとっている 

ような場合が ， これであ る。 また中小企業が ， 

資本進出は不可能であ るが技術供与なら 可能で 

あ るといった場合にも ， もちろんこのかたちの 

海外進出が採用される。 さらに，高度に 集中的 

な産業に所属する 企業が，海外子会社と 同一の 

マーケットで 競争することの 愚を回避し ， 互い 

の 製品にクロス・ライセンスを 与えることがで 

きるような場合には ，経営的に双方に 有利な状 

態が生ずる。 しかしこの ょう な利点をもっ 反 

面，現実には 技術供与方式を 用いて国際化して 

い く企業は ， 必ずしも多くはない。 なぜなら 同 

時に，つぎのような 難点を指摘することができ 

るからであ る。 すなわち， (0 その技術を利用す 

ることによって 生ずる製品の 相対的優位性を ， 

利用者側企業は 正当に評価することができない 

かもしれない。 ㎝ ) 技術供与を受けた 企業は， 

ひとたび技術を 取得してしまった 後でほ，その 

対価の支払いに 容易に応じないかもしれない 

し，また技術情報を 第三者に洩らしてしまうか 
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もしれないにのような 事態を予測して ，通常 

は，契約に際し 保険条項をおりこむことになる 

が， しかしそのことがまたライセンス・コスト 

をかなり高めることになる ) 危険性の問題がこ 

れであ る。 

なお技術供与は ， い う までもなく，資本面に 

おける企業間の 問題ではないので ，進出企業側 

が現地企業に 役員を派遣するか 否かの問題は ， 

生じえない。 

資本進出に よ る国際化は， これを大きく 2 つ 

ぼ分けることができる。 すなわち，㈹ 直接投資 

( 投資家が， 投資対象たる 外国企業を， 直接管 

理しょうとする 意思、 をもっ場合 ) に よ るそれ 

と， ㎝ ) 証券投資 ( 投資家が，投資対象たる 外 

国 企業を，直接管理する 意思をもたない 場合 ) 

に よ るそれとであ る。 多国籍企業論の 対象にな 

ると同時に，社会的にもきわめて 重要な意味を 

もつものが， これら双方のうち 前者であ ること 

はい う までもないであ ろう。 したがって，本論 

では主として ，前者すなわち 現地生産を含意す 

る直接投資形態を 取上げることにしたい。 

海外への直接投資 
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妙な問題であ る。 しかしこれにかかわる 数多く 

の議論のなかでも ， BuckIey & Casson (198 つ 

のそれはもっとも 説得的であ る。 その概略はす 

なわち次の通りであ る。 

まず輸出の場合，本国の 工場設備に余裕があ 

ればそれを十分に 稼動させることによって 輸出 

量を伸ばすことができるが ， この時は，企業の 

負担する固定生産費は 殆んど無視し 5 るものと 

つぎにライセンス 契約の場合には ，技術情報 

の不正使用を 監視するための 固定費が，技術利 

用企業の固定生産費に 附加されるため ，固定費 

の総額は，おそらく 輸出の際の固定費を 上回る 

ことになるであ ろう。 他方ライセンス 契約の場 

合には，輸送費や 関税は不要であ るから，おそ 

らく変動費は 輪出の場合より 低いものとなるで 

あ ろう。 

さらに海外直接投資の 場合には，固定費はう 

ィ センス契約のと き よりも高いものとなるであ 

ろう。 なぜなら経営者は 普通，新規の 生産設備 

を導入しなければならず ，かつ独自の 流通網を 

も設置しなければならないからであ る。 また同 

様の推論に よ り，直接投資の 変動費はおそらく 

ライセンスの 場合より低いであ ろう。 

かくて国際化を 進めた企業にかかる 費用負担 

は，費用曲線を 線型 (linear) のものと仮定すれ 

ば，図 2 のようになるであ ろう ( ただしここで 

は ライセンス契約は ， なんらかの事情で 完全に 

は有効に利用されないと 仮定されているため ， 

その費用は固定費の 面で輸出 より 高く， また変 

動費の面で直接投資よりも 高いものとして 描か 

れている ) 。 図 2 において明らかなことは ，市場 

が 拡大するにつれ ，輸出から海覚直接投資に 転 

換することが 有利となる。 この屈折点がすなわ 

ち海外直接投資に 踏切る時点にほかならない。 
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ラ主 : この例では， ライセンス契約が 選択される 

ことはない。 

図 2  海外直接投資へのタイミング 

考えられる。 他方，受入れ 国に流通網を 設置す 

れば，別の固定費負担が 生じてくる。 変動費負 

担は，輸出の 場合，高いと 想定し ぅる 。 なぜな 

ら変動費の中に ，変動生産費が 含まれるのみな 

らず，輸送費や 関税も含まれることとなるから 

であ る。 
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さてこのように 海外投資の機が 熟すると同時 

に考えるべきも う 1 つの重要な決定事項は ，投 

資対象についてであ る。 すなわち新しく 現地企 

業を設定するかあ るいは現地の 既存企業を買収 

するかの選択であ る。 このいずれを 選択するか 

に 際しては，つぎのような 諸点を考慮すること 

が重要であ ろう。 

まず新規設立の 場合，一方で ，の 過去にわず 

らわされることなく 最新の状況の 下で自由に判 

断を下し 5 6, ㎝ ) 経済活動に刺激が 与えられ 

失業問題が緩和されるであ ろうとの期待から ， 

相手国政府から 支持を受げやすい 等の利点が得 

られるが， しかし他方，既存企業の 買収方式に 

もっぎのような 利点が存在する。 すなわち， (0 

相手国で事業を 開始するに当り 直面する文化 

的，法律的，管理的な 問題に，継承された 知識 

を通じて容易に 取組むことができる。 ㎝ ) 相手 

企業のもっ貴重な 資産，たとえば 販路，商標， 
情報，技術等を 入手し ぅる 。 C 助 従来からの競 

争枠組を大ぎく 変化させることがないので ，受 

入国市場に参入しやすい。 しかしこの買収には 

また短所も指摘できる。 買収対象となる 企業の 

評価が難しいと 同時に ， 新たに買収した 企業を 

既存組織の一部に 組入れることに 幾多の困難を 

伴なりといった 諸点がこれであ る。 

企業がなんらからの 形でその業務活動を 国際 

化しても，それがたとえ ぱ 技術供与にとどまっ 

ているかぎり ， 自己の意思を 現地企業の経営 政 

策の レベルに反映させることはできない。 した 

がって既に述べたごとく ，進出企業が 主体性の 

あ る経営意思決定を 海外の関連企業にまで 及ぼ 

そうとすれば ，その企業に 対する出資比率の 如 

何が， きわめて大きな 意味をもつ。 所有関係 

が，企業とその 海外関連会社との 連結基盤をな 

しているからにほかならない。 

合弁企業のうち 1 ㏄ % 所有の完全子会社は ， 

現地企業に対する 進出企業側のコントロールが 

完全に確保されるから ，現地受入国の 法律制度 

にとくに違反しないかぎり ，基本政策の 形成面 

で進出企業側の 意思が貫登されないことはな 

い 。 IBM  を始めとする 多国籍企業の 多くはそ 

のような立場を 欲するが， しかしこれは 合弁企 

業 というより「完全子会社」と 称すべきで， こ 

の場合には進出企業と 海外関係会社との 間に， 

とくに調整を 要するような 問題は生じない。 こ 

れに対し一定比率で 合弁企業に出資している 場 

合は ，つ ぎの 3 つぼ分類できる。 すなわち第 1 

は，できれば 完全子会社が 望ましいが，しかし 過 

半数を超える 株式保有ができるならば ，合弁企 

案 に参加する場合であ る。 これは政府の 圧力， 

現地パートナーから 得られる便益，進出企業に 

対する現地の 国民感情等を 考慮した場合に ， し 

ばし ぱ 採用される戦略であ る。 この所有形態に 

おいては，審議の 途中いくつかの 異論が出され 

たとしても，経営政策は 基本的に進出企業の 意 

向に沿って伴走されることが 可能であ る。 第 2 

に，現地企業との 間にちようど 同じ比率で参加 

する場合であ る。 この場合には ，現地企業の 経 

富者と進出企業の 経営者とがいわば 対等のかた 

ちで企業経営上の 権 限を行使する。 この場合， 

進出企業は正確には 支配的株主ではないので ， 

完全子会社や 多数保有の子会社と 比較し進出企 

業側の影響力 は 小さいが， しかし現地経営者は 

構造変化にかかわるような 重要な決定事項にっ 

き ， たえず進出企業側との 共同意思決定を 想定 

しているため ，進出企業に よ る意思決定への 直 

接関与が期待できる。 しかし現地企業の 具体的 

な 実施計画については ，できるかぎり 現地側の 

自律性を尊重し ， またその結果についてのみ 報 

告を求めるよ う になっている。 第 3 は，株式の 

少数保有 ( 過半数未満 ) の場合であ る。 これは， 

進出企業が現地企業に 間接的に関与する 場合で 

あ る。 換言すれば，現地 側 出資者が実質的に 経 

営権 を行使する。 そして進出企業からの 現地派 

道具 は ，現地合弁企業の 政策形成に関して 補佐 

・助言・勧告の 機能をはたすにとどまるのであ 

る 。 進出企業側において 海外事業の展開の 経験 

が浅く， とくに現地の 事情について 知るところ 

が少ない場合，人材の 確保と経験の 習得とのた 

め，あ えて少数保有で 海外に進出する 事例はか 
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なり多い。 

以上，合弁企業について 進出企業から 現地企 

業への出資比率を ， 3 通りに区分して 取上げた 

が， ここから明らかなことは ，完全子会社に 近 

げれば近 い ほど，進出企業側の 意思で現地企業 

に対し集権 化の態度をとるか 分権 化の態度をと 

るかを自由に 決定し ぅ るのに対し，出資割合が 

減少するに つ れてその選択の 幅が狭くなる。 進 

出企業の本社と ，その海外関係会社との 関係 

は ，一般に「海覚関係会社管理規程」として ， 

全社的に制度化されているが ，その内容を 知る 

ことはすなわち ，海外関係会社への 管理体制を 

知るもっとも 確かな方法なのであ る。 

海外活動の一環として 現地合弁企業を 設立す 

ることの意味は ， とくに論及する 迄もなく明ら 

かであ る。 しかし合弁企業は ，現地経営者側の 

意向をなんらかの 程度で 波 上げざるを得ないの 

で ， 自国において 蓄積した優位性をもって 海外 

にも自由な発展をしょうとする 国際企業にとっ 

ては，不都合なことが 多い。 とりわけつぎのよ 

うな経営政策をとる 場合には，現地企業に 対す 

る 進出企業側の ，強力なコントロールが 不可欠 

であ る。 そのためかれらは ，完全子会社による 

進出形態を選好し ，あ るいは従来合弁企業であ 

ったものをしだいに 完全子会社に 転換せしめよ 

うとするのであ る。 

(1) 差別化商品に 対するマーケティンバ 技法 

の使用 

(2) 製造原価削減のための 生産設備の合理化 

(3) 原料に対する 支配力の強化 

(4) 他 企業に優越する 技術情報の機密保持 

(5) 効率経営に関するマネジメント 能力の維 

持と拡大 ( ストップフォード &  ウェル 

ズ， 1976; フェア ウェザ Ⅰ 1975 等 ) 

国際企業は一般に ，その企業特有の 優位性 

を， とくに知識‥ 清報 ・技術の諸側面において 

保有している。 したがってかれらがこの 相対的 

優位性を常に 維持・拡大しょうとするのは ， い 

わば自然の性向であ るといえよ う 。 事実，大部 

分の国際企業は 斬新な知識を 生みたすべく ， た 

え まなく研究開発活動を 行なってきたのであ 

る。 い う までもなく企業独自の 技術や知識の 優 

位性保持には ，関係会社を 内部化していくこと 

が最善の道であ る。 海外直接投資によって 国際 

企業は，それがもつ 知識優位が世界的規模で 拡 

敵 するのを規制，監視することができるからで 

あ る。 直接投資に較べれば ，たとえばライセン 

ス供与に危険が 多いことは明らかであ る。 なぜ 

なら後者の場合，国際企業が 巨費を投じて 獲得 

した情報の独占的支配を 一挙に失な う 可能性が 

あ るからであ る。 このようなとき ，海外関係会 

社をみずからの 直接的管理下におくことによっ 

て，企業はあ る意味で正当な 報酬を得ることが 

できるのであ る。 ここに，企業が 国際化を進め 

てゆくとき，結局は ，商品貿易でもなく 技術供 

与でもない，直接投資することへ 傾斜する最も 

基本的な根拠が 見出される (A. M. Rugman, 

1981) 。 そして実はこの 海外直接投資こそ ， 国 

際 企業とは異なる いわ める「多国籍企業」を 生 

成させた基本要因なのであ る。 

以上，企業の 海外活動をきわめて 概略的に取 

上げてぎた。 すでに明らかなよさに ，国境を越 

えて 物 財や資本や情報が 移動する現象をとら 

え ，それを企業の 海外業務活動と 称するなら 

ぱ ，そのような 現象は歴史上古くから 見出され 

る。 しかし近年にいたって 多くの巨大企業が 海 

外に生産拠点をもつに 及んで，多国籍企業の 存 

在が大いに注目されることとなった。 議論の背 

景 となった現実的基盤が 米国系巨大企業 ( たと 

えば石油精製の EXXon, コンピュータの IBM 

等 ) であ ったことは，い う までもない。 今世紀 

初頭のアメリカ 系企業の海覚生産拠点はわずか 

に 1 ㏄余であ ったが， 1968 ～ 69 年には少なくと 

もその数は 97 ㏄余に達したばかりでなく ，米国 

系製造企業の 従業員数をイギリス 1 国 だ げに限 

ってみても， 1914 年には 1 万 22, 千人程度であ っ 

たものが， 1963 年には 44 万 2 千人余に及んでい 

ること等に，双方の 時期の比較を 読みとること 

ができよう。 
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多国籍企業の 概念 

「多国籍企業 (mu ㎡ national  corporation) 」 

なる用語が使われはじめた 時期は，比較的近年 

であ る。 周知のごとく 1960 年 ， Carnegie  Insti. 

tute  ofTeChnology  主催の Graduate  臣 hool of 

Indus ㎡ al  Ad ㎞㎡ stration  創立 10 周年記念 シソ 

ポジウムで， D. H. L 田 enthal が最初に用いた 

といわれている。 彼はいう， 「アメリカの 企業 

は， 大規模・中規模のそれを 問わず， いろいろ 

なかたちで外国で 事業活動を展開している。 こ 

こにい う 事業活動とは ，外国企業に 対しただた 

んに証券投資のような ，金融上の関係をもつに 

すぎない場合を 指しているのではない。 また商 

社を意味しているのでもない。 会社が管理責任 

を負子生産・ 販売の事業活動を ， ここでは念頭 

においているのであ る。 このような企業すなわ 

ち， 1 っ の国に本拠をもっと 同時に，外国の 法 

や習慣のなかで 事業展開している 会社を ， 私は 

とくに多国籍企業と 定義する」 (Anshen, M. 

and Bach, G. L. ed., 1960) と。 

また Bus ㎞㏄ s Week 誌 (April 20, 1963) 

は， 「多国籍企業 (multinational company) と 

は，つぎの 2 つの基準に合致したものをいろ。 

第 Ⅰにそれは，少なくとも 1 つ 以上の外国に 定 

着した生産拠点，あ るいはその他のかたちで 直 

接投資していること ，および第 2 にその経営者 

は，世界的な 視野のもと， 市場開拓， 生産活 

動，研究開発等について ，世界のいずこにも 適 

用可能な多種多様な 政策決定を行なっているこ 

と ， これであ る」と ， 述べている。 

もちろんこれら 以外にも極めて 多数の定義 
が ， いろいろな論者から 提起されているが ， こ 

こではおおよそ 次のような概念を 提示しておく 

ことにしたい。 すなわち，それは ，複数の国で 

生産活動をおこない ， か つ それらを一元的な 指 

令のもとに統括している ，巨大企業のことであ 

る， と 。 ここでとくに 強調されているものが 以 

下 04 点、 であ ることは，おのずと 明らかであ 

る 。 

け ) 複数の国 

( 司 生産活動 

(/ り 一元的指令 

(.) 巨大企業 

ところでこの ょう な意味における 多国籍企業 

の概念に関連し ， 「多国籍化」を 測定する操作 

的な基準をも ， ここであ わせ示しておきたい。 

実証研究に際し ， 少なからざる 便宜を与えるで 

あ ろうと思われるからであ る。 この目的のため 

には D.A. Heenan& H.V. Per ㎞ utter(1979) 

の研究が大いに 参考になるであ ろう a 図 3 参 

照 ) 。 

なお多国籍企業の 主要な特徴を 挙げてみる 

と ，上述した概俳に 示された㈲～㈲の 4 点のほ 

かに， さらに つ ぎの 2 点が暗黙のうちにそこに 

含意されている 事は明らかであ ろう。 すなわち 

その第一は，多国籍企業における 基本政策は ， 

広く世界的な 視野から決定されていることであ 

り，第二は，そのような 経営政策を具体化して 

ゆくため，世界的な 管理組織をもっているこ 

と， これであ る。 第二の点は後に 詳述する。 

多国籍企業の 一典型としてしばしば IBM  コ 

一 ポレーシ， ソ 0 例が挙げられるが ，以下同社 

に関する者千の 数値を示し多国籍企業のイメ 

ージを浮かび 上らせてみよう。 

IBM 社の場合， 1978 年現在，世界全体での 

販売額は 2 Ⅱ億ドルであ り， またその海外進出 

度 をみてみると ，販売額比率において 52%, 利 

潤 額 比率において 50%, 資産額比率において 48 

%, 雇用量比率において 44% であ る ( 宮崎， 

1982) 。 ここから， いずれの数値も 約半分が海 

舟子会社によって 占められていることは 明らか 

であ ろう。 さらに IBM 社の 1976 年現在の資料 

によれば，同社の 海外進出状況は 表Ⅰの通りで 

あ る。 このうち IBM  ワールド・トレード・コ 

ーポレーションの 内訳は次のごとくであ る。 

研究所 ; スイス ( 基礎研究所 ), イギリス，ア 

ランス， 西 ドイツ，オランダ ，スウェーデン ， 

オーストリア ， カナダ， 日本の 9 ケ 国に各々Ⅰ 
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構造基準 

Ⅰ在外子会社数 

Ⅰ親会社および 海外子 

会社の所有関係 

Ⅰ首脳経営者の 国籍 

●組織構造の 形態 

Ⅰその他の変数 

成果基準 

Ⅰ海外収益，売上間，資産 

あ るいは人員数の 絶対量 

●海外収益，売上高，資産 

あ るいは人員数の 栢村童 

( 企業全体における 利合 ) 

e その他の変数 

  

姿勢基準 

Ⅰ首脳経営者の 志向性 

一 - 本国志向，現地同 

志向，世界 志 l 。 ] 

e その他の変数 

図 3  多国籍化の指標 

表 l IBM コーポレーションの 概要 (1976 年現在 ) 

IBM ア メ リ カ IBM  ワールド・トレード 社 
コ ポ ー レーシ 
コ ン ( 全体 ) IBM 

ヨーロッパ・ 東・アフリカ 中南北アメリカ・ 極東 

所 在 国 128 1.1 82 45 

社 員 数 、 317, Ⅸ 拍 Ⅰ 80,000 97,000 40,000 

製 造 工 場 41 18 14 9 

研 究 所 29 20 7 2 

サイエンティフィック・センター 13 3 8 2 

教育セ ン ター Ⅰ 12 28 49 35 
デ -- タ ・ セ、 ノタ -- 235   Ⅰ 50 85 

営 業 所 約 700 約 150 約 300 約 250 

っ ず つ 。 また IBM  社はかつて， ィ ダリアと日本にお 

製造工場 ; 上記 9 ケ 国のほか， イタリア， ス い て，当時最新の "IBM system 3" の生産を 

ペイン， メキシコ， コロンビア， ブラジル， ア 開始するにあ たり，つぎの 3 項目を詳細に 検討 

ルゼンチン， オーストラリアを 加えた 16 ケ 国に した上で決定を 下したといわれている ( 宮崎， 

23 工場。 1982)o 

このほか 127 ケ 国に約 550  の営業所， 235 ケ所 ( け 世界中に分散している 技術能力を，最適 の データ・センタⅠ 桝 都市に教育セン タ 費用で利用するには ，世界のどこで 研究開発を 

10 都市にサイエンティフィック・センターを 配 待たぅ べ きか 。 

貴 し，取引に用いられる 通貨は 70 種類以上， 管 0i0) アメリ ヵ を含むすべての 国の主要市場 

理運営に使用される 言語は， 23 カ国語に及ぶと で ，競争に う ちかつためには ，世界のどこで 生 

いわれている。 産 活動をなすべぎであ るか。 
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(iii) もっとも急速でもっとも 有利な販売 量 の た。 子会社が親会社との 間にもつ 殆 んど唯一の 

成長を確保するには ，世界のどこに 製品販路を 接触は，配当の 本国への送金であ った。 このよ 

見か だすべ きか 。 う な子会社の自由裁量の 大きさは，つぎの よ う 

ここに研究開発，生産，販売の 選択にあ たっ な 理由に よ るものと考えられる。 すなわち， 初 

て， つねに世界的視点から 政策決定を行なって 期の海外投資は 相対的に小規模であ るので， 企 

いる， IBM 社の姿勢をみることができる。 業業績全体の 結果には重大な 影響をもっていな 

い。 また当初は，海外事業の 管理に経験のあ る 

多田籍企業の 桂 造 経営者が 殆 んどいないため ，子会社の成否をど 

のように判断すべ き かについて， 明確な基準も 

海外進出する 企業が，当初一時的に 採用する 存在しない。 これらの点から ，効果的な管理シ 

海外子会社への 組織化の方法は ，持株会社方式 ステムを導入することが 難しいことは ，明らか 

に 似ている。 すなわち海外子会社が ， 親 企業と であ った。 

緩やかな財務関係で 結ばれるかたちであ る。 こ 多国籍企業はしばらくは ， この非組織的な 状 

の 初期における 自主的な子会社の 時期を，多国 況をそのままにしておくであ ろう。 子会社が小 

籍企業の海外事業における 局面 1 とょ びぅ るで 規模で全体的にみて 大した意味をもたない 限 

あ ろう。 この段階ではもちろん ，前述した定義 り ， とくに直接管理への 必要性はあ まり強くは 

における「一元的指令」が 行き届いていると ならないからであ る。 しかし，子会社が 成長し 

は ， とうてい言い 難いのであ るが，管理組織的 経営資源が蓄積されてくるにしたがって ，管理 

にはここから 議論を始めることが 適切であ ろ 体制の強化がこころみられるようになる。 さ ざ 

ぅ 。 つぎに局面 2 は，本格的な 組織統合の時期 のストップフォード と ウェルズの研究によれ 

であ り， ここでは国際事業部あ るいは国際統括 ば，調査した 170 社のうち 60% の企業は，第 5 

本社が設置される。 この場合，国際事業部は 普 社目の海外子会社を 獲得するまでに ，国際事業 
通，国内事業を 導く戦略には 従わないものとさ 部への組織改革を 行なっていた。 

れている。 局面 3 では，世界的視点から 首尾一 つぎに国際事業部設置の 段階が来る。 ここで 

貫 した経営戦略がたてられ ，海外事業組織は ， は 通常，海外子会社の 全般管理者は ，社長直属 
社内の他組織と 緊密な関連がつげられる よう に の国際事業部長に 報告する。 しかしこの点を 除 

再編成される。 以下，米国系国籍企業が 辿った くと国際事業部は ，国内事業部と 同一視しえな 

組織構造の変化の 諸局面を，ストップフォード い 側面を数多くもっている。 国際事業部の 基本 

とウェルズの 研究 (1976) に従がい略述してみ 的な職務は ， い う までもなく子会社活動の 調整 

ること ャこ しよう。 にあ る。 調整の意図は ， 個々の子会社が 個別的 

まず，設立された 少数の海外子会社が ，当初 に活動する場合に 到達し ぅる 水準を越えて ， 全 

大幅な自主性をもちえたのは ，米国系製造企業 体 的に業績を向上させることであ る。 たとえば 

が 殆 んど積極的な 戦略構想をもちえなかったか 海外子会社間に 財・サービスの 移転があ る場合 

らであ るといわれている。 すなわち海外生産に に ，振替価格を 操作すれば全体としての 課税 総 

お げる初期の投資はたいてい 防衛的な性格をも 額 を減らすことが 可能となるが ， この ょう な 操 

つものであ り，当初袷んど 偶然に獲得した 海外 作は，一部の 子会社の利益を 減少させることに 

市場を失うかもしれないという 脅威に対する ， なるので，本社のコントロールがなければ ， こ 

いわば止むを 得 ざる反応であ ったのであ る。 こ の種の措置はとりにくいであ ろ あノ 

の場合，子会社へ 派遣される役員は ，事実上 経 しかし国際事業部が 海外子会社の 重要な決定 

営 上の決定と行動について 全権 を与えられてい 問題について 集中的にこれを 取扱お う として 
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も ，それにはかなり 強い制約があ る。 すなわち 本社に変更しているが ， これはいわゆる 完全子 

諸外国の現地事情がそれぞれ 別々であ るため， 会社で，役員や 取締役会の ノ ン " 一は 兼任であ 

自己の管轄 下 にあ る海外子会社の 情報 (data) る 。 国際統括本社の 社長は，親会社の 副社長で 

をすべて国際事業部で 作成・処理することは 容 あ る。 この種の構造によって 多国籍企業は ，そ 

男 でないからであ り， またそれができないなら の 職能別の専門技術を 世界的規模の 経営に応用 

ば 子会社の競争力を 維持するには ，変化に迅速 することができる。 

に 対応でぎなければならないが ， それには現地 国際事業部の 規模が大ぎくなると ，それを 生 

経営者の自主的な 行動が不可欠であ るからであ みだした 力 そのものが，その 解体を促進する。 

る。 たとえ ぱ 経営者は，世界的視野にたって 生産の 

国際事業部の 集権 ・分権 への 力 は ， 個々の企 調整をした方がよいと 考えるかもしれない。 グ 

業の諸事情によっていろいろであ る。 しかし製 ローバル構造への 移行の決定的な 時点は， G. 

品 戦略との関係でいうならば ， ごく限られた 種 H. Clee 8  W. M. Sachtjen (1964) に ょ れ 

類の製品を生産している 企業，あ るいは成熟期 ば・最高経営者が ，主要な政策決定は 本社がこ 

にあ る製品を安定した 技術で生産している 企業 れを行なわ ほ げればならず ， これによって 全社 

の場合には集権 化への傾向が 強く， また逆に ， 的な利益に役立つ 世界的視点を 維持することが 

多角化しつつあ る企業，あ るいは急速に 変化し できる， と 認識する時点であ る。 米国系企業の 

つつあ る技術状況下や 市場状況下の 企業は，相 場合，いくつかのものは 1960 年代後半に，以下 

射的に分権 化への傾向が 強い。 03 類型のいずれかのグローバル 構造に転化し 

図 4 は，国際事業部組織の 基本構造を示した た 。 すなわち㈹世界的製品事業部制組織 ( 図 

ものであ る。 この ょう な組織がっくられる 段階 S, W.A. ディ ムザ著 ，荒川 訳 ， 1974), ( め世 

では，情報処理システムと 専門的全般管理者 層 界 的地域事業部制組織， ( Ⅲ ) 世界的職能部門別 

に 相当の投資が 行われる。 その結果習得された 組織， これであ る。 

知識と技能とにより ，企業はやがて 程度の差 こ これらの構造ほいずれも 命令一元化の 原則に 

そあ れ，新規事業進出への 柔軟性を身にっ げ 基づいている ，すなわち一人の 管理者が事業の 

る 。 かくて国際事業部がつくられると ，企業は 特定部分にもっぱら 責任をもち，また 一人の上 

新たに海外進出が 行な い やすくなる。 司 が従がっている。 その結果とくには ， ( めの事 

いくつかの企業では ，国際事業部を 国際統括 業部制 組織の場合には ，各事業部間の 意思疎通 

社長 ( 本社 ) 

Ⅰ 宙社 スタッフ 
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最高経営者 

全世界的な視野に 立つ 
本社スタッフ 

  

生産および 計 画 研究開発 人 事 法 律   輸 送 
中南米 
ヨーロ ソノ守 

中 東 
アフリ； 

極 東 
全世界的な視野に 立つライン担当経営者 

  製 ⅠⅠ 製品 製 ロ口 製 Ⅱ   口 製 ロ口 

A グループ B グループ C グループ D グループ E グループ 
  

各国関連会社 各国関連会社 各国関連会社 各国関連会社 各国関連会社 

図 5  製品ライン別の 多国籍企業の 組 俺桂造 

最高経営 層 の 報告関係をもって 活動する組織をつくって い 

る企業も存在する。 世界的な製品事業部と 地域 
本社スク ッフ 事業部が，海外子会社に 対する統括権 を分割し 

て編成される ，いわゆる「バリッド 構造」 ( 図 

その他の 6, ( 山倉， 19 図 ) コ がこれにほかならない。 
製品事業部製品事 地域 事 その他の 地域事業部 グローバル構造のうちどれを 採用すべ きか の 

業部 A 業部 1 
判断は難しい 決定であ る。 なぜならその 判定に 

は ，各組織の長所・ 短所を比較考量しなけれ ば 

本 海 地域 
ならないが，その 評価が実際にはかなり 難しい 

国 外 I-1 からであ る。 しかしこの問題については ， 
  
      
    Huchinson  (1976)  に ょ 6  表 2  が ， 大いに参考 
      

になるであ ろう。   海外子会社の 管理 

生 
産 

塑 
フ Ⅰ 以上，多国籍企業の 組織構造をとりあ げ論じ 

図 6 グローパルマトリックス てきたが，つぎにこの ょう な仕組みを基盤に ， 

多国籍企業は ，海外関係会社を 具体的にいかに 

が 円滑さを欠くことになる。 この問題を解決す 管理しているのかという 点を取上げてみよう。 

るため，事業部間の 境界にまたがる 責任をもつ これにより海外関係会社の 主要問題がいったい 

スタッフ・バループ ，あ るいは経営委員会を 導 どのようなものであ るのかが，明瞭になると 居 、 

入する企業が 現れてきた。 またさらに進んで ， われるからであ る。 

現地企業の全般管理者が 二元もしくはそれ 以上 ところですでに 述べたごとく ，多国籍企業 ゲこ 



企業活動の国際化 ( 稲葉元吉 ) (225)@ 11 

表 2  国際企業構造の 選択基準 

組織構造   

急 、 速 な 成 長 

製品の多様， 陸 

高 度 技 術 

経営者の不足 
緊密な本社統制 
緊密な政府関係 

資源配分の基準 

製品上の配慮 

地域上配慮 
職能上の配慮 

相対的コ ス ト 

国際事業部 

M 
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M 
H 

M 
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L 

M 
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お げる本社と海外関係会社との 関係は基本的に 

は，「海覚関係会社管理規程」に 制度化されて 

いる。 そこでこの面から ，本社の決定権 に帰属 

する主要項目を 具体的に提示してみることにし 

ょう。 

現地企業の株式を 多数所有している 場合の， 

多国籍企業本社の 主要な意思決定事項 は， 次の 

通りであ る ( 栗 m, 1972)0 

a) 総務企画関係 

ィ ) 新増設，撤収 

ロ ) 増減資，社債発行，合併，解散 

") 株主総会，取締役会の 開催，付議事項 

二 ) 定款，重要な 諸規程，規則の 制定，改 

廃 

ホ ) 株主異動 

へ ) 重要な契約の 締結，更改 

b) 人事，労務関係 

イ ) 人事計画 

p) 事業会社への 出向，復帰 ( 役員，社員 ) 

") 派遣役員の人事考課 

二 ) 出向者の給与，報酬等重要な 労働条件 

の決定 

c) 販売，購買関係 

ィ ) 新製品の開発および 販売 

日 ) 重要な販売契約，購買契約の 締結，変 

更， 取消 

") 重要な販売価格，原料購入価格の 設 

定，変更 

二 ) 重要な販売ルート ，販売市場の 決定， 

変更 

d) 生産関係 

ィ ) 生産設備の増設，重要な 工事の施行 

ロ ) 重要な生産計画の 設定，変更 

e) 経理関係 

ィ ) 年次予算および 決算案 ( 配当処分案を 

含む ) 

ロ ) 有価証券の取得，処分 

ハ ) 重要な資金計画と 担保設定 

二 ) 本社による債務保証 - 

f) その他重要事項 

ところで企業活動を 円滑に進めていくには ， 

以上列挙したような 諸事項について ， たえず 誤 

りのない意思決定が 下されてゆかねばならない 

が，そのためには 決定前提となるべき 情報の入 

手が不可欠であ る。 そこでさらに 以下， 多国籍 

企業の本社と 海外事業会社との 間にどのような 
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データが流れているか ， それを海外事業会社か 

ら本社へ向 う 報告事項のリストとして 掲げてみ 

よう Q 栗山， 1972)0 

報告事項リスト ( 上掲の決定事項記載の 事前 

申請事項以外のもの ) 

(1) 月次および四半期報告 

ィ ) 収益予想および 経営概況 

p) 貸借対照表，損益計算書 

ハ ) 生産および販売計画および 実績 

二 ) 資金計画および 運用状況 

ホ ) 原料，資材購入計画 

へ ) 在庫計画 

ト ) 出向者給与明細書 

チ ) 四半期経営指標一覧 

(2) 年次報告 

ィ ) 年次経営概況 ( 実績，翌年見通し ，お 

よび重点政策，一般経済市況 ) 

p) 工場建設実施計画および 実施状況 

") 生産および販売実績 

二 ) 資金運用実績 

ホ ) 在庫計画 

へ ) 貸借対照表 

ト ) 損益計算書 

チ ) 剰余金処分計算書 

り ) 株主総会議事録 

ヌ ) 定款，組織 図 ，就業規則，労働協約 

なお本社は，海外子会社が 作成した書類を 中 

心に，原則として 年一度定期的に 子会社の監査 

な 行ほうとともに ，海外事業の 責任者会議を 招 

集して諸事情を 聴取する。 

ところで IBM に典型的にみられるごとぎ 多 

国籍企業は，いわば 世界的な拡がりをもって 活 

動している関係上，その 全体的な経営・ 管理 

は ，一国内のそれに 較べはるかに 複雑であ る。 

海外子会社のあ る各国で生ずるさまざまな 事件 

一一通貨の切上げ 切下げ，各種の 国際的緊張， 

地震・洪水等の 天災，大規模なストライキ ，ク 

一デタ の発生など   は，それがいかに 遠くで 

起ったものであ ろうとも，多国籍企業とりわげ 
その木 社に ，重大な影響を 及ぼさずにはおかな 

いであ ろうからであ る。 そこで Clee,G.D.and 

A. Di SPicio (1959) の指摘するごとく ，多国 

籍企業においては ， とくにつぎの 2 つの特徴を 

もつ情報システムの 構築が必要となる。 すなわ 

ちの機敏 さ (sensibiIity) と， ㎝ ) 簡潔さ (sim- 

plicity) とであ る。 

まず前者についてみれば ，多国籍企業は ，経 

済的，政治的に 不安定な国と 関係することが 多 

いので，各地の 変化に本社経営陣が 機敏に対処 

しぅ るような，そ う いった経営情報システムが 

要求されるのであ る。 

つぎに後者については ，以下のようにいうこ 

とができるであ ろう。 すなわち，国際的な 経営 

活動には，多種多様な 言語および通貨が 用いら 

れる。 これに加え貿易，関税，法規制等絶えず 
変化する複雑な 諸制度があ る。 したがって本社 

に報告するに 際しては，子会社が 1 ケ 国語， 1 

通貨の簡潔なレポートに 翻訳することもまた ， 

多国籍企業の 経営情報システムに 不可欠なⅠつ 

の重要な特徴なのであ る。 このような報告シス 

テムがあ ってはじめて ，本社の経営首脳部は ， 

国境を越えて 政策の決定，計画の 承認，実績の 
評価といった 一連の責任を 果たしうるのであ 

る ， と。 

なお，海外子会社の 管理問題について 考える 

時 ，上述してきたような 明示的かつ公式的な コ 

， ュ ニケーシ， ン のほかに，価値観，認識体系， 

規範，態度，習慣等の 共通性による 相互理解の 

重要性を指摘しないわげにはゆかない。 けだし 

後者による相互理解こそ ，言語による コ 「ユニ 

ケーション，文書による コ、 ュ ニケーションの 

基盤であ るからであ る。 もちろん本稿では ， 言 

語や行動， さらにはその 基礎に存在する い わゆ 

る「文化」的側面を 議論する余裕はなしが ，一 

言だげそれがもっ 重要性について 論及しておか 

なければならない ，けだし，多国籍企業におけ 

る本社と海外子会社，あ るいは海外子会社間の 

文化差異は ，げつ きょくそれらの 間の コ、 ュ ニ 

ケーシ， ソ 上の諸困難をひき 起こし さらにま 

たそのことが 管理上の幾多の 問題を生み出して 
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ゆくからであ る。 たとえば 2 人のフランス 人マ 

ネジャーは，たとえ 相互に違った 個性をもって 

いても， 2 人が永年共通の 文化的背景のなかに 

いるのであ れば，かれらは 比較的容易に 相互の 

意思を伝達し 了解しるうことができるであ ろ 

う 。 しかし，多国籍企業にとっての 最大の問題 

点は，共通の 規範や期待をもたない ，異質の文 

化に属する人々の 間に，意思の 疎通を図らなけ 

ればならないところにあ る。 組織があ るいは 人 

間の協働が相互理解の 上に築かれている 現実を 

みるならば， コ ; ュ ニケーション 問題こそ最も 

基本的なレベルの 経営問題なのであ る。 各文化 

相互間の相異の 範囲は，たとえば 言語や習慣さ 

らには「時間」「空間」「契約」といった 概念に 

示されるような ，比較的観察され 易い事柄につ 

いての特徴 (E. T. Hall, 1960) から，仕事に 

対する期待および 他者に対する 信頼度といった 

心理的特徴 (M.H"i,e, E.E. Ghiselli, and L. 

W. Porter, 1965) にまでわたっている。 文化 

的経験がこれらの 諸点においてたがいに 異なっ 

ている経営管理者・ 一般従業員は ，たとえかれ 

らが表面上同じ 共通の言語を 用いたとしても ， 

相互了解はまったく 不完全にしか 得られないの 

であ る。 多国籍企業は ，国内企業であ れば当然 

の事柄として 無視しうるような ，そういった 各 

国の文化構造にまでかかわる 企業的対応策が 要 

求されるのであ る。 

多国籍企業の 受入国への影響 

多国籍企業は ，すでに述べたごとく ，直接投 

資すなわち現地企業の 直接支配を意図してい 
る。 したがって，たんに 利益配分にあ ずかるべ 

ノ丑盗 ・ ト 里谷 レ漬 " て 胡地企業の見仏的た 

影響を与えるかについて ，若干の考察をくわえ 

ておくことにしたい。 

多国籍企業は ， ジャーナリスティクに 取上げ 

られるとき，しばしばその 影の部分 (dark side) 

のみが強調せられるが ，そしてそのこと 自体は 

もちろんきわめて 大切ではあ るが， しかし現実 

にはまた 幾 っかの注目すべき 貢献を，受入国に 

斉らしていることは 否定しえない。 たとえば つ 

ぎのような諸点は ， すでに よ く知られていると 

ころであ る。 すなわち， 

(1) 受入国側は，多国籍企業の 優れた生産技 

術を導入し ぅ ること， またときに技術導入をき 

っかげに， 自主的な技術開発への 努力が刺激さ 

れること。 

(2) 多国籍企業の 参入によって ，受入国側に 
雇用の拡大がはかられ ぅ ること 

(3) 合理的な経営管理方式が 導入されると 

き，受入国側の 企業経営に近代化が 促進される 

，と   

(4) 市場に対し競争の 刺激が与えられ ，その 
結果，資源配分の 効率が高まること ， 

(5) 多国籍企業のもつ 国際的な販売網の 利用 

により，受入国側の 貿易拡大を期待し ぅるこ 

と ， これであ る。 

この ょう にして多国籍企業は ，一方で無視し 

えざるプラス 効果を現地国に 与えていること 

は，否定することはできない。 またそれであ る 

からこそ，近年，たとえば ァメリヵ が日本企業 

の米国進出につとめて 積極的な姿勢をみせてい 

るのであ ろう。 

しかしそれと 同時に他方， もちろん多国籍企 

業に問題がないわげではない。 いなむしろそれ 

は ， きわめて深刻な 影響を現地国側に 生じさせ 

たことも事実であ り， またそのような 問題点を 
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ル社にアメリカ 企業ゼネラル・エレクトリック 

社が直接投資した 際の衝撃 は ，その 1 例にほか 

ならない。 

1960 年代には既に 相当数のいわゆる 多国籍企 

業問題が発生したが ， それ以降のものを 含めて 

概観してみると ，おおよそ次のような 問題点が 

浮かび上ってくるであ ろう。 

(1) 多国籍企業が 受入国の労働慣行を 守らな 

い場合，労使関係上の 社会問題をひきおこすこ 

と 

(2) 競争が激化し 産業秩序が混乱する 可能性 

があ ること。 また多国籍企業の 支配 力 によっ 

て，受入国の 産業が支配されるおそれがあ るこ 

と， 

(3) 多国籍企業が 受入国の経済政策に 非協力 

的な態度をとると ぎ ，長期的な経済構造の 改善 

や，短期的な 景気調整の円滑な 遂行を阻害する 

ナと 」 ， 

(4) 受入国側の生産資源が ，多国籍企業を 通 

じて ときに国外に 移転してゆくこと ， 

(5) 多国籍企業が 受入国に政治的に 介入した 

り，また政府高官と 癒着したりする 場合があ る 

ナと 」 ， 

多国籍企業に 上記のようなマイナス 側面があ 

ることほ，国家間の 協調がとりわけ 重視されな 

ければならない 昨今，やはり 国際的に重要な 問 

題提起をしたといい う るであ ろう 0 そこでこの 

ような問題を 解決あ るいは予防すべく ，多国籍 

企業に対する 行動基準が，しだいに 多くの国の 

間で求められるようになった。 1976 年 6 月に 

OECD( 経済協力開発機構 ) の閣僚理事会で 採択 

された「国際投資及び 多国籍企業に 関する宣言」 

は， このような国際的な 要求に対する 一つの 国 

答 であ った。 同宣言には勧告書として「多国籍 

企業の行動指針」なる 文書が附されている。 

以下この文書に 盛り込まれた 幾つかの論点を 

部分的に提示する ( 福田， 1976) が，われわれ 

はこれにょり ，国際協調を 維持しつつ多国籍企 

業の経営がこんご 如何にあ るべきかを知ること 

ができる。 

( 一般方針 コ 

多国籍企業は ，受入国の樹立 した 一般政策を充 

分に考慮すべきであ る。 とくに産業育成，地域開 

発，環境保護，雇用機会の 創 T, 技術革新の促 

進，技術移転を 含め，それらの 国の経済的ならび 

に 社会的発展に 関する目標に 対し，妥当な 考慮を 

払 う べきであ る。 また現地の地域社会および 利害 

関係者との，緊密な 協調に努めるべきであ る。 

海外子会社の 役員の任命にあ たり，国籍による 

差別をなくすべきであ る。 多国籍企業は 受入国に 

政治介入すべきでなく ，また公職にあ る者に対し 

賄賂を提供すべきでもない。 

( 情報公開 コ 

多国籍企業は 受入国の公衆の 理解に資するた 

め，下記の事項を 含む関連情報を 重大な支障のな 

い限り ， 少なくとも年一回は 公表すべきであ る。 

( i ) 親会社の名称・ 所在地，主要関連会社の 

所有構造 

(" ) 進出国の名称並びに 親会社及び関連会社 

の当該国における 主要業務 

(i 町 企業全体及び 国別関連会社毎の 販売高 

Ⅱ v) 企業全体及び 国別関連会社毎の 新規投資 

( v ) 企業全体の資金源泉及び 使途の計算書 

(vi  国別関連会社毎の 平均従業員数 

(v 助 企業全体の研究開発費 

(viii) 親会社及びその 各関連会社の 価格政策 

Ⅰ x) 公開情報作成上の 会計方針 

( 競 争 コ 

多国籍企業は ，受入国の競争規定にしたが ぅ と 

ともに， 反 競争的な企業買収等の 不当な方法で ， 

市場支配力の 優越的地位を 濫用することは ，これ 

を差控えるべきであ る。 また購入業者，販売業 

者 ，特許実施権 者に対し事業活動について 不当な 

拘束を与えるべきではない。 

多国籍企業は ，国際的もしくは 国内的なカルテ 

ルに参加し，また ほ それら競争制限的効果を 促進 

するような行為を 差控えるぺきであ る。 

( 財 務 コ 

多国籍企業は ，とくに流動性対外資産 ( 多国籍 

企業が海外に 有する，一年以内に 現金化し ぅる 資 

産 ) 及び流動性対覚負債 ( 海外に有する ，支払期 

限一年以内の 負債 ) の管理に際し ，受入国の国際 

収支政策及び 信用政策を十分考慮にいれるべきで 
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あ る。 
らに譲らはげればならない。 

[ 筆者 田 この条項は，多国籍企業のもつ 巨額 

の短期資金の 移動が，為替相場の 変動や国際的 

な通貨不安を 増幅させないようにすることを 意 

図したものであ ろう。 

( 雇用及び労使関係 コ 

多国籍企業は・ 事業活動が行われるそれぞれの 

国の法律・規則・ 慣行等の枠内において ，以下の 

ような指針に 従 う べきであ る。 

( i ) 従業員の権 利の尊重 

(ji) 従業員代表に 対する便宜・ 情報の供与 

(iij) 雇用及び労使関係に 関する，受入国以上 

の基準の遵守 

(jv) 現地労働者の 雇用の促進 

(v) 重大な事業活動の 変更に関する 事前通告 

(vi) 事業撤退を理由とする 威嚇の自制 

(vii) 権 限あ る経営者側代表との 交渉 

( 科学・技術 コ 

多国籍企業は ，可能なかぎり ，工業所有権 ( 通 

常特許権 ，実用新案権 ，意匠 権 ，商標権 の総称 ) 

及び知的所有権 a 工業所有権 ，著作権 の総称 ) の 

保護に留意しっ っ ，事業活動において 技術の急速 

な普及を可能にする 慣行を採用すべきであ る。 

[ 筆者 目 この条項は，多国籍企業の 現地技術 

開発への貢献を 認めつつも，技術独占がもたら 

す 受入国側への 悪影響を除去あ るいは予防すべ 

く 殺 げられたものであ る。 

帝土 ， 、 n Ⅰ 

甘 
ミ Ⅰ 

企業活動の国際化は ，異常な事態でも 生じな 

い限り，今後進展こそすれ 後退することはあ り 

そ う もない。 そこでいまや 経営行動の基本的側 

面を論ずるに 際しても， これを省略することは 

不可能な時代に 入ったといえよ う 。 本論文で 

は ， この ょう な意味をもつ 企業の国際的な 側面 

を考察したが ， もとよりそのごく 基礎的な点を 

いくつか挙げるにとどまっている。 国際経営研 

究があ る意味で成熟期をむかえつつあ る現在， 

わが国にも優れた 業績が発表されている (1 例 

として吉原 (1979) コ ので，詳細はすべてそれ 
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